
衛生管理者能力向上教育 
 

              主催 札幌労働基準協会 
 

 労働安全衛生法第１９条の２では、事業場における安全衛生水準の向上を図るため、

衛生管理者等に対し定期的（概ね５年ごと）に能力向上教育を行うよう、努力義務を

定めております。 

 衛生管理者は「ストレスチェックや化学物質に関するリスクアセスメントの実施義

務化」などの労働安全衛生法の改正により、従来以上の課題への対応が求められてお

ります。 

 改正労働安全衛生法の内容も含めて、標記の能力向上教育を下記により開催いたし

ますので、多数受講下さいますようご案内申し上げます。 
 

 

 

 

 

１ 対 象 者 衛生管理者免許（第１種・第２種）を取得している方等、労働衛生 

管理担当者 
 

２ 日 時 令和６年８月２２日（木）～２３日（金） ２日間 

       8時50分～17時10分（休憩を含む。受付開始は８時２０分。） 
 

３ 会 場 北海道トラック総合研修センター（札幌市中央区南９条西１丁目） 
 

４ 受講料等     当協会会員 13,200円 テキスト代 2,750円 合計 15,950円 

非 会 員 16,500円  テキスト代 2,750円 合計 19,250円 

（テキスト代は変更になる場合がありますのでご留意願います。） 

５ 申 込 方 法  

(1)裏面「申込書」に必要事項を記入の上、郵送又はFAXで申し込み下さい。 

    （申込先）  札 幌 労 働 基 準 協 会 

060‐0807 

札幌市北区北七条西2丁目  37山京ビル201号）  

電話011-757-0340、Fax 011-757-1803 

(2)「受講票」が送付されましたら、受講料・テキスト代を下記口座に振込み願いま

す。（送金手数料は、貴社のご負担でお願いします。）  

北洋銀行北七条支店  普通預金口座930447（札幌労働基準協会）  

 

６ 申込受付   定員４０名に達し次第締め切ります。（定員は変更する場合あり） 
 
７ 修 了 証   教育終了後受講者に修了証を、事業所には実施証明書を送付します。  

 

８ そ の 他  (1) 当日欠席の場合受講料等はお返しいたしませんのでご了承下さい。 

(2) 受講者数が10名に達しない場合、講習を中止することがあります

ので、予めご了承下さい。 

(3) 会場には駐車場がありませんので、特にご留意願います。 

 また、会場には食堂等はありませんのでご留意願います。 

 

裏面もご覧下さい   

本講習は、平成5年厚生労働省公表、平成18年3月改正の「労働
災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関す
る指針」のカリキュラムにより実施します。  



講習カリキュラム 

 
…………………………………切  取  線…………………………………… 
 

衛 生 管 理 者 能 力 向 上 教 育 申 込 書 
 

 受講者氏名  ふりがな  生年月日  所属部課・役職名  

１    Ｓ ,H  ・  ・    

２    Ｓ ,Ｈ   ・  ・    

３    Ｓ ,Ｈ    ・  ・    

上記のとおり申し込みます。 

 

 

令和   年  月  日 

□□□-□□□□ 
 

事業場所在地                  

事業場名                       (電話            ) 

札幌労働基準協会長 殿  （TEL 011-757-0340 FAX 011-757-1803）  

科 目 範     囲 時 間 

労働衛生管理

の機能と構造 

①企業活動における労働衛生管理 

②労働衛生管理に係る中長期計画の策定及び活用 

③労働衛生管理規程等の作成及び活用 

④事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連

の過程を定めて行う自主的活動（危険性又は有害性等の調査及びその結果に

基づき講ずる措置を含む） 

⑤健康障害発生原因の分析及び結果の活用 

⑥職場巡視計画の策定及び問題点の処理 

⑦労働衛生情報・資料の収集及び活用 

２．５ 

作業環境管理 ①作業環境測定の結果の評価及びそれに基づく環境改善 

②労働衛生関係施設等の定期自主検査及び整備 ③一般作業環境の整備 

１．０ 

作業管理 ①作業分析の評価 ②作業標準の評価 ③労働衛生保護具の選定 ２．０ 

健康管理 ①有害要因と健康障害 ②健康危険調査及び疫学的調査等 

③健康診断及び面接指導等並びにこれらに基づく事後措置に関する実施計画の

作成 

④メンタルヘルス対策 ⑤疾病管理計画の作成 ⑥健康保持増進対策 

２．５ 

労働衛生教育 ①教育計画の作成 １．０ 

実務研究 ①各種労働衛生管理規程の作成 ②作業標準の作成 ③労働衛生管理計画等の

作成 

２．０ 

災害事例及び

関係法令 

①健康障害発生事例及びその防止対策 

②労働衛生関係法令 

２．０ 

計  １３．０ 

会員・非会員

の別 

どちらかに○印

を付けて下さい 


